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　　 告　　　示
　福岡県告示第1777号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡久山町大字猪野字白谷715番１、715番４から715番27まで、718番１、718番

５から718番８まで、719番１から719番４まで、720番４の一部、721番４、721番５、

725番２及び725番８、並びに字水願734番１、734番６の一部、734番８から734番17ま

で

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　飯塚市上三緒367番地の７

　　WILLハウジング株式会社

　　代表取締役　松岡　美和子

　福岡県告示第1778号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類

路　線　名
変　更
前後別

区　　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

久留米 県　道
久留米　　
浮　羽

　線

前

久留米市北野町十郎丸1535番
５先から
久留米市北野町十郎丸1648番
６先まで

9.5
〜
10.0

9.0

後

久留米市北野町十郎丸1535番
５先から
久留米市北野町十郎丸1648番
６先まで

9.5
〜
13.4

9.0

平 成 2 3 年
1 0 月 2 8 日
第 3 3 2 1 号

定
期
発
行
日
　
毎
週
月
水
金
曜
日

〔
発
行
〕
〒
81
2-
85
77
福
岡
市
博
多
区
東
公
園
7
番
7
号

福
岡
県
　
総
務
部
行
政
経
営
企
画
課
（
電
話
	0
92
−
64
3−
30
28
）

〔
作
成
〕
〒
81
9-
03
73
福
岡
市
西
区
周
船
寺
3丁
目
28
番
1号

正
光
印
刷
株
式
会
社
（
電
話
	0
92
−
80
6−
57
08
）



平
成
23
年
10
月
28
日
　
金
曜
日

第
3
3
2
1
号

福
　
岡
　
県
　
公
　
報

2

　福岡県告示第1779号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成23年10月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

久留米
久　留　米
浮　　羽　線

久留米市北野町十郎丸1535番５先から
久留米市北野町十郎丸1648番６先まで

　福岡県告示第1780号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類

路　線　名
変　更
前後別

区　　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

久留米 県　道
山　北　　
日　田

　線

前
うきは市浮羽町小塩6669番先から
うきは市浮羽町小塩6702番先まで

8.5
〜
14.0

135.0

後
うきは市浮羽町小塩6669番先から
うきは市浮羽町小塩6702番先まで

8.5
〜
14.0

135.0

後
うきは市浮羽町小塩6669番先から
うきは市浮羽町小塩6702番先まで

4.8
〜
24.0

147.7

　福岡県告示第1781号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成23年10月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

久留米
山　　北　　
日　　田

　線
うきは市浮羽町小塩6669番先から
うきは市浮羽町小塩6702番先まで

　福岡県告示第1782号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類

路　線　名
変　更
前後別

区　　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

直方 県　道
福　岡　　
直　方

　線

前
宮若市龍徳752番２先から
宮若市龍徳733番１先まで

14.8
〜
25.4

80.0

後
宮若市龍徳752番２先から
宮若市龍徳733番１先まで

9.2
〜
25.4

80.0

　福岡県告示第1783号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成23年10月28日から開始する。
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　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

直　方
福　　岡　　
直　　方

　線
宮若市龍徳752番２先から
宮若市龍徳733番１先まで

　福岡県告示第1784号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類

路　線　名
変　更
前後別

区　　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

備　考

那珂 県　道
筑紫野　　
三　輪

　線

前

朝倉郡筑前町大字
二243番２先から
朝倉郡筑前町大字
砥上140番先まで

5.4
〜
31.6

4,461.0

うち一般国道
200号重用延
長1,540.6メー
トル

前

朝倉郡筑前町大字
二243番２先から
朝倉郡筑前町大字
砥上140番先まで

7.5
〜
76.0

8,227.1

うち一般国道
200号重用延
長5,703.1メー
トル

後

朝倉郡筑前町大字
二243番２先から
朝倉郡筑前町大字
砥上140番先まで

5.4
〜
31.6

4,461.0

うち一般国道
200号重用延
長1,540.6メー
トル

後

朝倉郡筑前町大字
二243番２先から
朝倉郡筑前町大字
砥上140番先まで

7.5
〜
76.0

8,292.7

うち一般国道
200号重用延
長5,703.1メー
トル

　福岡県告示第1785号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、平成22年９月福

岡県告示第1458号北九州都市計画道路事業３・４・198号日吉台光明線（折尾四丁目工

区）の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定によ

り次のように告示する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　事業の種類及び名称

　　北九州都市計画道路事業　３・４・198号　日吉台光明線（折尾四丁目工区）

２　事業施行期間

　　平成22年９月15日から平成27年３月31日まで

３　事業地

　⑴　収用の部分

　　　平成22年福岡県告示第1458号の事業地のうち福岡県北九州市八幡西区折尾五丁目

地内において事業地を変更する

　⑵　使用の部分

　　　変更なし

　福岡県告示第1786号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第１項の規定に基づき、都市計画事業の

認可をしたので、同法第62条第１項の規定により次のように告示する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　施行者の名称

　　北九州市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　北九州都市計画道路事業３・４・103号　折尾青葉台線

３　事業施行期間
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４　事業地

　⑴　収用の部分

　　　福岡県北九州市八幡西区折尾三丁目及び四丁目地内

　⑵　使用の部分

　　　なし

　福岡県告示第1787号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第１項の規定に基づき、都市計画事業の

認可をしたので、同法第62条第１項の規定により次のように告示する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　施行者の名称

　　北九州市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　北九州都市計画道路事業３・４・198号　日吉台光明線（折尾五丁目工区）

３　事業施行期間

　　平成23年10月28日から平成28年３月31日まで

４		事業地

　⑴　収用の部分

　　　福岡県北九州市八幡西区折尾四丁目及び五丁目地内

　⑵　使用の部分

　　　なし

　福岡県告示第1788号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成23年10月５日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人アプルーブ

　⑵　代表者の氏名

　　　吉留　慎吾

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福岡県福岡市博多区対馬小路12番３−509号

　⑷　定款に記載された目的

　　　この法人は、地域住民また企業従事者に対して、地域また企業内コミュニケーシ

ョンの活性に関する事業を行い、メンタルヘルスの健康促進に寄与することを目的

とする。

　福岡県告示第1789号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成23年10月９日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人ＭＵＳＩＣ　ＨＥＡＲＴ

　⑵　代表者の氏名

　　　中野　賢一

　⑶　主たる事務所の所在地
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　　　福岡県福岡市中央区大名１丁目９番４−1102号

　⑷　定款に記載された目的

　　　この法人は、地域で暮らす人々に対して、生涯を通じて文化的な生活が送れるよ

う、また誇りをもって地域で生きていくことができるように音楽の演奏による支援

事業を行ない、活力あるそして感性豊かな地域社会の実現に寄与することを目的と

する。

　福岡県告示第1790号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成23年９月25日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人支援センターいぶき

　⑵　代表者の氏名

　　　戸田　裕子

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福岡県福岡市東区多々良２丁目６番７号

　⑷　定款に記載された目的

　　　（変更前）

　　　この法人は、障害者やその家族に対して、個別のニーズに応える介護や相談その

他必要な支援に関する事業を行い、障害者や自分の住みたい場所で自分らしい生活

を営むことができる地域社会づくりに寄与することを目的とする。

　　　（変更後）

　　　この法人は、障害者やその家族に対して、個別のニーズに応える介護や相談その

他必要な支援に関する事業及び障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業を

行い、障害者や自分の住みたい場所で自分らしい生活を営むことができる地域社会

づくりに寄与することを目的とする。

　福岡県告示第1791号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類

路　線　名
変　更
前後別

区　　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

福岡 県　道
筑紫野　　
古　賀

　線

前

糟屋郡宇美町若草三丁目3285
番16先から
糟屋郡宇美町若草三丁目3285
番１先まで

33.7
〜
39.0

50.0

後

糟屋郡宇美町若草三丁目3285
番16先から
糟屋郡宇美町若草三丁目3285
番１先まで

34.5
〜
45.6

50.0

　　 公　　　告
　公告

　第40回採石業務管理者試験（平成23年10月14日実施）の合格者を次のように発表する

。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

　合格者受験番号

２ ４ ５ ８ 11 14

17 18 19 20 21 22
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23 24 25 26 27 29

30 34 35 37 38 45

46 52

　公告

　農林水産大臣から、家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第８条第１項の規定に

基づき、次の家畜について、その飼養者に対して種畜証明書を交付した旨の通報があっ

たので、同条第２項の規定により公示する。

　　平成23年10月28日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　豚（大ヨークシャー種）

種畜証明書
番　　　号

名　前 生年月日 産　地
検　査
成　績

所有者
の区分

飼養者の住所
及　び氏　名

平23福岡県１
第１号

フクオカヨーク
2004−156

平成17年
３月10日

福岡県 ２級 県有
筑紫野市
福岡県農業総
合試験場

平23福岡県１
第３号

フクオカヨーク
2008−３

平成20年
４月４日

福岡県 ２級 県有
筑紫野市
福岡県農業総
合試験場

２　豚（デュロック種）

種畜証明書
番　　　号

名　前 生年月日 産　地
検　査
成　績

所有者
の区分

飼養者の住所
及　び氏　名

平23福岡県１
第２号

ハカタ	スペシ
ャル
レッド	デー
2007−40

平成19年
７月７日

福岡県 ２級 県有
筑紫野市
福岡県農業総
合試験場

３　肉用牛（黒毛和種）

種畜証明書
番　　　号

名　前 生年月日 産　地
検　査
成　績

所有者
の区分

飼養者の住所
及　び氏　名

平23福岡県１
第４号

勝安秀
平成18年
12月24日

福岡県 ２級 個人有
八女郡広川町
中村　博之

平23福岡県１
第５号

天宝
平成15年
６月21日

福岡県 ２級 個人有
久留米市
倉重　文孝

平23福岡県１
第６号

糸秀
165の９

平成17年
２月15日

福岡県 ２級 個人有
久留米市
倉重　文孝

平23福岡県１
第７号

茂姫波
平成16年
10月24日

福岡県 ２級 個人有
小郡市
池田　元幸


